
○本宮市下水道排水設備工事指定店等に関する規程 

平成31年4月1日 

上下水道事業管理規程第4号 

改正 令和2年3月23日上下水管規程第11号 

令和3年3月22日上下水管規程第2号 

(趣旨) 

第1条 この規程は、本宮市下水道条例(平成19年本宮市条例第176号。以下「条例」

という。)第7条の規定に基づき、本宮市下水道排水設備工事指定店に関し必要な

事項を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水

設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を

含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新・増設、改築及び撤去の各工事を含む。)

をいう。 

(2) 下水道排水設備工事指定店 条例第7条の規定に基づき、排水設備工事の施

工ができるものとして、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」

という。)が指定した工事業者(以下「工事指定店」という。)をいう。 

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 管理者が委託した公益財団法人福島県下

水道公社において、排水設備工事の設計及び施工に関して技能を有する者と認

め、登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。 

(工事指定店の指定) 

第3条 条例第7条の2の指定は、下水道排水設備工事指定店台帳(様式第1号)及び専

属責任技術者名簿(様式第2号)に登録して行う。 

2 条例第7条の2第1号に規定する管理者が指定する地域とは福島県内をいう。 

(指定の申請) 

第4条 条例第7条の4第1項の申請書は、下水道設備工事指定店指定申請書(様式第3

号)とする。 

2 前項の申請書に添付する書類の様式は、次のとおりとする。 

(1) 経歴書(様式第4号) 

(2) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第5号) 

(3) 専属する責任技術者の名簿(様式第6号) 

(工事指定店証) 

第5条 条例第7条の5第1項の工事指定店証は、下水道排水設備工事指定店証(様式第

8号)とする。 

2 条例第7条の5第3項の申請書は、工事指定店証再交付申請書(様式第9号)とする。 

(遵守事項) 



第6条 工事指定店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んでは

ならない。 

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、

工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。 

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはなら

ない。 

(4) 工事指定店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。 

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受

けたものでなければ着手してはならない。 

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、及び施工しては

ならない。 

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責

めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で修理しなければならない。 

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場

合は、これに協力するよう努めなければならない。 

(指定の更新) 

第7条 条例第7条の8第1項の申請書は、様式第3号による申請書とする。 

(指定要件、欠格条項及び異動等に関する事項の届出義務) 

第8条 条例第7条の9第2項の異動届は、工事指定店異動届(様式第10号)とする。 

(指定の取消し又は一時停止) 

第9条 条例第7条の10第3項の指定取消・停止通知書は、下水道排水設備工事店指

定取消・停止通知書(様式第11号)とする。 

(責任技術者証) 

第10条 条例第7条の13第2項の届出書は、責任技術者異動届(様式第12号)とする。 

(責任技術者の登録の取消し又は一時停止) 

第11条 条例第7条の14の責任技術者の登録の取消・停止通知書は、下水道排水設

備工事責任技術者登録の取消・停止通知書(様式第13号)とする。 

(公示) 

第12条 管理者は、工事指定店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これ

を公示するものとする。 

(1) 工事指定店を新たに指定したとき。 

(2) 工事指定店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。 

(3) 工事指定店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。 

(4) 条例第7条の9第2項第2号、第3号及び第4号の届出を受理したとき。 

(その他) 

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。 

附 則 



(施行期日) 

1 この規程は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規程の施行の日の前日までに、本宮市下水道排水設備工事指定店等に関する

規則(平成19年本宮市規則第119号。以下「規則」という。)の規定によりなされた

処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その

他の行為とみなす。 

3 この規程の施行の日前に規則の規定の様式に基づき作成されている用紙は、この

規程の様式の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することがで

きる。 

附 則(令和2年3月23日上下水管規程第11号) 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則(令和3年3月22日上下水管規程第2号) 

この規程は、令和3年4月1日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第1号(第3条関係) 

様式第2号(第3条関係) 

様式第3号(第4条関係) 

様式第4号(第4条関係) 

様式第5号(第4条関係) 

様式第6号(第4条関係) 

様式第7号 削除 

様式第8号(第5条関係) 

様式第9号(第5条関係) 

様式第10号(第8条関係) 

様式第11号(第9条関係) 

様式第12号(第10条関係) 

様式第13号(第11条関係) 

 


